
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年１０月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年５月１５日 ０９時４９分ごろ 

発生場所 広島県大崎
おおさき

上島
かみじま

町津
つ

久賀
く が

島北北東方沖 

 津久賀島北方灯標から真方位０２５°１.２海里付近 

 （概位 北緯３４°１６.７′ 東経１３２°５０.８′） 

事故の概要 漁船第八濱
はま

栄
えい

丸は、西南西進中、漂泊中のプレジャーボート第二

正伸
せいしん

丸に衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年５月２３日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第八濱栄丸、１９トン 

   ＨＳ２－３３４０（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ プレジャーボート 第二正伸丸、５トン未満（５.２０ｍ） 

２７３－３８６４広島、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷舷縁等に擦過傷及び船外機に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風速 約０.５m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか６人が乗り組み、下
しも

碇
いかり

磯
いそ

灯標を船首目標と

し、津久賀島北北東方沖を約１６ノットの対地速力で西南西進してい

た。 

船長Ａは、左舷船首方約３００ｍに漂泊しているＢ船及び左舷船首

方約１～２km にＡ船の前路を右方に横切る状態で航行するフェリー

（以下「Ｃ船」という。）を認めた。 

 Ａ船は、船長Ａが、Ｃ船が針路を変えずにＡ船の船首方を通過する

状況であったので、距離が近くなるＣ船を避けることとし、左舵を取

ったところ、Ａ船の左舷船首部がＢ船の右舷船尾部に衝突した。 

 船長Ａは、左転する際、Ｂ船を既に航過していると思っていたが、

Ｃ船の動向を見ていて左舷方をよく見ていなかったので、Ｂ船がＡ船

の左舷側天井部から船首部に延びるクレーンの死角に入っていたこと

に気付かなかったと本事故後に思った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人１人（以下「同乗者Ｂ」と

いう。）を乗せ、船首を西方に向けて漂泊し、釣りを行っていた。 

船長Ｂは、右舷船尾方を西南西進するＡ船を認め、Ａ船がＢ船の右



 

舷方を航行すると思い、釣りをしながら漂泊を続けた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船が急に左転したことに気付き、危険を感じ

て同乗者Ｂと共に海に飛び込んだとき、Ａ船が衝突した。 

 船長Ｂ及び同乗者Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析  

 

 Ａ船は、津久賀島北北東方沖を西南西進中、船長Ａが、左舷船首方

を右方に横切るＣ船を避ける目的で左転する際、Ｃ船の動向に注意を

向け、左舷方の見張りを適切に行っていなかったことから、クレーン

の死角に入っていた漂泊中のＢ船に気付かずに左舵を取り、Ｂ船に衝

突したものと考えられる。 

Ｂ船は、津久賀島北北東方沖で漂泊中、船長Ｂが、Ａ船がＢ船の右

舷方を通過すると思っていたところ、左転したＡ船が衝突したものと

考えられる。 

原因  本事故は、津久賀島北北東方沖において、Ａ船が、西南西進中、船

長Ａが左舷方の見張りを適切に行っていなかったため、クレーンの死

角に入っていた漂泊中のＢ船に気付かずに左舵を取り、Ｂ船に衝突し

たものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、特定の方向に注意を向け過ぎることなく、常時適切な

周囲の見張りを行うこと。  

 


